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平成２９年度 税制改正解説
特定資産の買換特例の一部見直しと延長①

１．改正の概要
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※上記改正は九号と十号買換えの一部を除き所得税も同様

・適用期限が平成２９年３月３１日から３年間延長されます。

・適用要件（対象資産、地域等）が一部見直し（縮減）されます。

＜適用要件の見直し＞

号数 内容 変更点

一号 既成市街地等（内）から既成市街地等以外（外）への買換え

・譲渡資産
事務所及びその敷地の用に供されている土地等を除外

・買換資産
市町村が計画した都市機能誘導区域以外※の地域内にある誘
導施設（土地等、建物等及び構築物）を除外

二号
・市街化区域又は既成市街地等の内から外への農業用資
産の買換え 経過措置を講じた上、適用期限の到来をもって対象から除外

七号 ・農用地区域内にある土地等の買換え

九号
長期所有（１０年超）の土地等から国内の一定の土地等、建
物、構築物等への買換え

・買換資産
鉄道事業用車両運搬具について、貨物鉄道事業用の電気機関
車に限定（その他の資産は改正なし）

十号 船舶から船舶への買換え

・譲渡資産
一定の外航船舶及び一定の港湾作業船について対象から除外

・買換資産
一定の内航船舶について対象から除外

・漁船
経過措置を講じた上、適用期限の到来をもって対象から除外

〇平成３２年３月３１日まで延長。

（※） 都市機能誘導区域とは、都市再生特別措置法に基づきコンパクトな街づくりをコンセプトに各市町村が作成した立地適正化計画に記載された地域をいう。
平成２８年８月１日時点では箕面市、熊本市、花巻市、札幌市が計画を作成・公表済み。平成２８年度にその他１１５都市が作成・公表予定（国土交通省HPより）
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２．実務上の留意点

３．今後の注目点
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・対象資産が見直されるため、適用要件ついて十分な検討を要する。

・既成市街地等以外への買換え特例（一号）について、各市町村の立地適正化計画（都市機能誘導区域）が順次公表される
ため、譲渡前に区域の確認が必要。

・所要の経過措置の内容（二号、七号、十号）

平成２９年度 税制改正解説
特定資産の買換特例の一部見直しと延長②

＜参考＞長期所有（１０年超）資産の買換え（九号）に関する過去の主要な改正経緯

改正年度 内容

平成２４年度 買換資産の土地は、特定施設の敷地の用に供された土地で、３００㎡以上のものに限定

平成２７年度
・買換資産から機械装置が除外
・買換えの対象地域による圧縮割合の引下げ

（通常８０％、地方から大都市への買換え等一定の場合は７５％または７０％）。


